
Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

２．資本構成

【大株主の状況】

補足説明

３．企業属性
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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

当社は、ステークホルダーの信頼に応え、持続的な企業価値向上と透明性の高い健全な経営を実現することを経営の 重要課題の一つとして位
置づけ、コーポレート・ガバナンスの充実と内部統制システムの継続的改善に努めております。

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

丸の内キャピタル第一号投資事業有限責任組合 10,271,800 12.10

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 4,808,100 5.67

有限会社トミーインシュアランス 4,619,952 5.44

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,102,200 4.83

司不動産株式会社 2,945,360 3.47

富山 幹太郎 2,746,886 3.24

富山 章江 1,483,101 1.75

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー ５０５２２３（常任代理人株式会社みず
ほ銀行決済営業部）

1,285,672 1.52

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（三井住友信託銀行再信託分・株式会社三井住友銀
行退職給付信託口）

900,000 1.06

ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リエグゼンプト ユーケー ペンション ファンズ
（常任代理人香港上海銀行東京支店カストディ業務部）

853,100 1.01

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

上記のほか、自己株式が11,434,356株あります。

当社は、平成27年５月25日開催の取締役会で丸の内キャピタル株式会社との間の資本・事業提携の解消を決議いたしました。
同社は、平成27年５月29日付で当社株式10,271,800株の全てをＳＭＢＣ日興証券株式会社に対して譲渡しております。

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 3 月

業種 その他製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満



４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

【取締役関係】

会社との関係(1)

会社との関係(2)

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 14 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 6 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

宮城 覚映 他の会社の出身者 ○

水戸 重之 他の会社の出身者 ○ ○ ○

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

宮城 覚映 ○ ―――

宮城覚映氏は、同氏の金融機関等経営者とし
ての豊富な知識・経験等を生かしていただきた
いため、社外取締役として選任いたしました。
なお、同氏は、当社の主要な借入先である株
式会社三井住友銀行を平成14年に退職してお
りますので、当社と同行との取引関係において
意思決定に対する影響を与え得る立場にはな
いと考えております。同行と当社との関係につ
いては、当社は複数の金融機関と取引をして
おり、同行に対する借入依存度は突出しておら
ず同行の当社に対する影響は著しいものでは
ないと考えております。その他、独立役員の属
性として、取引所が規定する項目に該当するも
のはありません。したがいまして、一般株主と
利益相反を生じるおそれがないと判断し、独立
役員として届出をしております。

弁護士としての専門的な知識や経験を生かし



任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

補足説明

【監査役関係】

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

会社との関係(1)

水戸 重之 ○ ―――

ていただきたいため、社外取締役として選任い
たしました。独立役員の属性として、取引所が
規定する項目に該当するものはありません。し
たがいまして、一般株主と利益相反を生じるお
それがないと判断し、独立役員として届出をし
ております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名） 委員長（議長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

取締役指名委員会 4 0 1 2 0 1 社内取締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 4 0 1 2 0 1 社外取締役

取締役会の諮問機関として、社外取締役・社外監査役などで構成される「取締役指名委員会」および「報酬委員会」を設置して、各取締役の評価・
選任および報酬額等の内容に係る方針につき提言・助言を求めております。

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 6 名

監査役の人数 4 名

（１）監査役会および監査役は、会計監査人と次の通り緊密な意見・情報交換をおこなっております。

1）監査役会は会計監査人から監査計画の概要の説明を受けています。（年１回）
2）監査役会は会計監査人から期中の四半期レビュー報告と期末監査報告について説明を受けています。（年４回）
3）監査役会および監査役は会計監査人が把握した監査重点項目および内部統制システムの状況、リスクの評価について説明を受け、都度

意見交換を行っています。

（２）監査役は内部統制・監査部他と随時、監査上の重要課題、内部統制システム（含むJ-SOX対応）の状況、リスクの評価について
意見・情報交換を行い、連携をとっております。内部監査結果については、常勤監査役へ随時報告をしております。 

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

梅田 常和 他の会社の出身者 ○ ○ ○

野上 順 他の会社の出身者 ○ ○

吉成 外史 他の会社の出身者 ○ ○

※ 会社との関係についての選択項目
※ 本人が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」
※ 近親者が各項目に「現在・ 近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与



会社との関係(2)

【独立役員関係】

その他独立役員に関する事項

【インセンティブ関係】

該当項目に関する補足説明

該当項目に関する補足説明

【取締役報酬関係】

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

梅田 常和 ○ ―――

公認会計士としての専門的な知識や経験を生
かし、監査の実効性を高めるために選任いた
しました。
なお、証券取引所の規定する一般株主と利益
相反のおそれのない社外監査役であると判断
し、独立役員として、届出をしております。

野上 順 ○ ―――

税理士としての専門的な知識や経験を生か
し、監査の実効性を高めるために選任いたしま
した。
なお、証券取引所の規定する一般株主と利益
相反のおそれのない社外監査役であると判断
し、独立役員として、届出をしております。

吉成 外史 ○ ―――

弁護士としての専門的な知識や経験を生か
し、監査の実効性を高めるために選任いたしま
した。
なお、証券取引所の規定する一般株主と利益
相反のおそれのない社外監査役であると判断
し、独立役員として、届出をしております。

独立役員の人数 5 名

<当社の社外取締役および社外監査役の独立性についての考え方>

取締役会などにおける重要な業務執行に係る意思決定プロセス等において、一般株主の利益に配慮した公平で公正な決定がなされるために、
経営者としての豊富な経験と高い見識や公認会計士、税理士ないし弁護士としての専門的な知識や経験などを有する社外監査役を選任しており
ます。
なお、独立役員の資格を充たす社外取締役および社外監査役については、全員、独立役員に指定しております。

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

連結業績向上に対する貢献意識や株主を重視した経営を一層推進するためのものと考えております。 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

特になし

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない



該当項目に関する補足説明

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

特になし

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

あり

＜役員の報酬額の決定に関する方針＞

役員報酬については、株主総会の決議により、取締役報酬額（定額報酬）は年額４００百万円以内、監査役報酬額（定額報酬）は年額７０百万円
以内と決定されております。

また、取締役（社外取締役を除く）の報酬額については、別枠で、株主総会の決議により、ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等
の額を年額２００百万円以内と決定されております。

なお、各取締役および各監査役の報酬額は、社外取締役および社外監査役などで構成される報酬委員会の審議・答申に基づき、取締役につい
ては取締役会決議により、監査役については監査役会の協議により決定しております。 

社外取締役および社外監査役に対して、経営企画部のスタッフが取締役会の開催に際しての案内や議案の概要に関する可能な範囲での
事前説明、その他必要情報の提供等を行っております。
監査役の補佐として監査役付けで１名を置いております。 

「現状の体制の概要」

＜経営上の意思決定および業務執行＞

（１)「取締役会」をグループ全体の基本方針・戦略の策定、重要業務の執行に関する決定および業務執行の監督機関として位置付け、
毎月１回の定例「取締役会」および適宜臨時取締役会を開催しております。

（２）グループの業務運営管理を円滑かつ効率的に行うため、各統括本部ごとに「統括本部会議」を設置して、原則、月１回以上開催し、
経営の全般的執行に関する意思決定を機動的に行っております。（主たるメンバーは各統括本部長、事業部長ならびに室長）
各「統括本部会議」の決定事項は、「取締役会」に、必要に応じて報告されております。

（３）取締役会の諮問機関として、社外取締役・社外監査役などで構成される「取締役指名委員会」および「報酬委員会」を設置して、
各取締役の評価・選任および報酬額等の内容に係る方針につき提言・助言を求めております。

（４）代表取締役の諮問機関として、社外取締役・監査役などで構成される「アドバイザリー・コミッティー」を設置して、当社およびグループの
業務執行の有効性、財務の信頼性等に関する幅広い助言を求めております。

（５）代表取締役の諮問機関として、常勤取締役などで構成される「執行役員評価委員会」を設置して、当社執行役員の評価等に関する幅広い
助言を求めております。

（６）「執行役員制」導入による権限委譲等により、取締役会の方針・戦略・監督のもと、各グループおよび各担当部門における業務執行の
迅速化・効率化を図っております。

（７)「中期経営計画」を策定し、中期的な基本戦略、経営目標を明確化するとともに、各年度毎の「利益計画」に基づき、目標達成のための
具体的な諸施策を実行しております。

＜監査役の機能強化に向けた取組状況他＞

（１）監査役は原則として月１回「監査役会」を開催し、取締役の業務執行の監督および監査に必要な重要な事項の協議・決定を
行なっております。さらに定例重要会議への出席または不定期の会議等において、経営の状態、事業遂行の状況、財務の状況、
内部監査の実施状況、リスク管理およびコンプライアンスの状況等の報告を受けております。
内部監査については内部監査担当部門の内部監査担当者（２名）が、各部門の業務遂行状況およびコンプライアンスの状況を監査し、
随時担当取締役および監査役会に報告しております。
監査役の職務を補助する使用人の任命・異動等人事については、事前に監査役の同意を得たうえで行うものとし、監査役の指揮命令のもと
業務を行い、当該使用人の取締役からの独立性を確保いたします。
監査役(会)は、会計監査人・内部統制担当部門・内部監査担当部門およびグループの監査部門と監査上の重要課題等について
意見・情報交換をし、互いに連携してグループ内部統制状況を監視しております。

（２）「リスク/コンプライアンス委員会」および内部統制担当部門により、内部統制と一体化した全社的な
リスク管理体制の整備・強化を図るとともに、不測の事態が発生した場合には、速やかに「危機管理対策本部」を設置し、迅速かつ適正な
対応を行い、損失・被害を 小限に止めるとともに、再発防止対策を講じるものといたします。
製品の安全性に関しては、専担組織として「安全品質統括部」を設け、安心できる優良な商品を提供するプロセスの強化に取り組んで
おります。

（３）当社の会計監査については、有限責任 あずさ監査法人が株主総会にて選任され、効率的に監査を実施しております。
会計監査を執行した公認会計士は次のとおりです。なお継続監査年数については、全員７年以内の為、記載を省略しております。

有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 櫻井 清幸 
有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 大木 正志
有限責任 あずさ監査法人 指定有限責任社員 業務執行社員 関口 男也

また、会計監査に係る補助者の構成は次のとおりです。
公認会計士５名、その他22名、計27名です。 



３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社においては、監査役設置会社として、業務執行を行う経営陣から独立した社外取締役及び社外監査役を複数選任し、コーポレートガバナン
ス強化のために様々な取組みを推進しており、このような現行体制が当社のコーポレート・ガバナンス（１ページ目「１．基本的な考え方」参照）を
実現・確保するために実効性があり、適正で効率的な企業経営を行えるものと判断しております。 



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

２．ＩＲに関する活動状況

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 法定期日に先立って招集通知を発送いたしました。

集中日を回避した株主総会の設定 集中日より２日早い平成27年６月24日に開催いたしました。

電磁的方法による議決権の行使
株主名簿管理人の議決権行使サイトにおいて、インターネットによる議決権行使を受け付けて
おります。

その他

1）株主総会招集通知を発送日より３日早い６月５日より当社ウェブサイトにも掲載しておりま
す。
2）株主総会の事業報告において、画像とナレーションを活用し、わかりやすい説明を行ってお
ります。
3）株主総会終了後に新中期経営方針報告会を開催し、取締役が中期の経営方針を報告し、
株主総会の活性化を図っております。
4）株主総会、新中期経営方針報告会ともに質疑応答時間を確保し、株主が発言しやすい環境
作りに努め、対話型の運営をしております。

補足説明
代表者自身
による説明

の有無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
IRポリシーを作成し、情報開示の基準や方法などについて、
http://www.takaratomy.co.jp/ir/etc/policy.html に記載しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト・機関投資家向けに半期に一度、決算概要ならびに会社の基本的
方向性等に関する説明会を開催しております。

あり

IR資料のホームページ掲載

ＩＲに関する資料は http://www.takaratomy.co.jp/company/ir/index.html に記
載しております。
記載内容は、決算情報、決算情報以外の適時開示資料、有価証券報告書、
年次／中間報告書、決算説明会の補足資料などを掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
広報部において担当者を配置し、IR活動の強化と公正・迅速な情報開示に努
めております。

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの
立場の尊重について規定

創業理念、企業理念、企業指針に各ステークホルダーの尊重について規定しております。

【CSR の取り組み】
当社は、事業を通じて社会から信頼される企業を目指し、以下のような取り組みを行っておりま
す。

(1)安全で安心できる商品づくり
法規制、業界で定めたＳＴ（セーフティトイ）基準や過去の経験値などを盛り込んだ当社基準に基
づき、企画から出荷のあらゆる工程において、厳格に審査を実施しております。安全性はもとよ
り、魅力のある良質な製品を提供するためにお客様の声を改善活動に生かしております。

(2)コンプライアンス
リスク/コンプライアンス委員会は、グループ社員全員に企業倫理と法令の遵守を徹底させると
ともに不測の事態発生に備え、事業継続計画の視点でリスク管理体制を強化しております。

(3)環境対応
子どもたちに良好な地球環境を引き継ぐため、以下の取り組みを通じて環境保全活動およびそ
の啓発に努めております。

1)当社独自の「エコトイ」の基準整備や商品拡充により、子どもたちがおもちゃを選ぶとき、遊ぶ



環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

ときに、環境について考えるきっかけを与えていく活動を積極的に展開しています。
2)「おもちゃ」の企画から商品化までの過程において、環境にやさしいおもちゃづくりを目指し、使
用樹脂（PP）の50％以上が再生材である「エコ曲線レール」「エコ直線レール」を商品化しまし
た。2012年に、公益財団法人日本環境協会より業界で初めて「エコマーク」の認定を受けまし
た。
3)改正省エネ法および温暖化対策促進法に基づき、当社およびグループの実績値を確認し、い
ずれも法の届出義務の規制値未満であることを確認しています。
4)「葛飾区地球温暖化対策地域協議会」等に参画すると共に、「かつしか打ち水作戦」にも参加
しています。
5)2011年より日本 大級の環境展示会である「エコプロダクツ展」等多くの環境イベントに出展
し、前述の当社の環境問題への取り組みについて継続発信しています。

(4)社会貢献
身体の特性や障害にかかわりなく、利用しやすい製品の普及活動を行っている「公益財団法人
共用品推進機構」を、長年にわたり支援しております。また、視覚や聴覚に障害をもつ子どもた
ちに配慮した共遊玩具の企画・開発にも積極的に取り組み、2015年６月に日本玩具協会主催の
「おもちゃ大賞」共遊玩具部門において大賞を受賞するなど、リーディングカンパニーとして業界
内外での啓発活動にも精力的に取り組んでおります。

(5)地域貢献
当社は東京都葛飾区に本社を置く企業として、葛飾区や地元商店会等との連携による諸活動
を通じて地域貢献を推進しております。

1)当社・東京理科大学（葛飾キャンパス）・葛飾区の、産・学・官が連携し、「おもちゃアイデアコン
クール」を開催
2)「葛飾区産業フェア」への参画、「おもちゃ病院」の開設・運営（月1回）
3)地元商店会の夏のイベント「立石フェスタ」への参加
4)「葛飾エフエム」への出資および放送協力

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、株主や投資家に対し経営戦略や経営成績・財政状態について明確に伝えたいと考え
ております。そのため、会社説明会や決算説明会など、社長を始め経営者自身が、国内外の個
人投資家・機関投資家および証券アナリスト等に対し、直接語りかけていく機会を充実する事を
心がけております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

＜内部統制システムについての基本的な考え方＞

当社は、ステークホルダーの信頼に応え、持続的企業価値向上と透明性の高い健全な経営を実現することを経営の 重要課題の一つとして
位置づけ、コーポレート・ガバナンスの充実と内部統制システムの継続的改善に努めております。

＜内部統制システムの整備状況＞

(１)取締役・使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
1)「タカラトミーグループ行動基準」を制定し、全役職員が法令遵守はもとより、誠実かつ公正な企業行動を通じて社会的な責任を

果たしていくことを明確にするとともに、全役職員に周知徹底させております。
2)コンプライアンス体制およびリスク管理体制の充実、徹底を図るため、代表取締役を委員長とし、社外取締役・監査役などで構成される

「リスク／コンプライアンス委員会」 を設置して、リスク／コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役会に報告する体制を
採っております。

3)代表取締役の直轄組織である内部統制担当部門および内部監査担当部門が、当社およびグループのコンプライアンスの状況を監査し、
随時、代表取締役および監査 役会に報告しております。

4)社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、不当要求等には毅然とした態度で組織的に
対応いたします。

5)取締役会は、当社株式の大規模買付行為等の有事に際し、社外取締役・社外監査役で構成される「特別委員会」を設置し、同委員会が行う
買付内容の評価・検討、買付者に対する対応措置発動の要否等を含む勧告を 大限尊重して、対応方針を決定するものとしております。

(２)取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制
1)取締役の職務執行に係る情報については、社内規程に従い、文書または電磁的媒体に記録し、保存しております。
2)情報の管理に関しては、「情報セキュリティ基本規程」を定め、個人情報を含む情報資産を確実に保護するための対策を講じております。
3)ディスクロージャー体制の強化により、迅速な情報開示と経営の透明性の更なる追求を図っております。

(３)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
1)「リスク／コンプライアンス委員会」および内部統制担当部門により、内部統制と一体化した全社的なリスク管理体制を構築しております。
2)不測の事態が発生した場合には、速やかに「危機管理対策本部」を設置し、迅速かつ適正な対応を行い、損失・被害を 小限に

止めるとともに、再発防止対策を講じるものといたします。
3)環境および製品の安全性に関しては、専担組織として設置された「社長室環境課」および「安全品質統括部」を中心に、環境問題および

安心できる優良な製品を提供するプロセスの強化に取り組んでおります。

(４)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)毎月1 回の定例「取締役会」および適宜臨時取締役会を開催し、グループ全体の基本方針・戦略の策定、重要業務の執行に関する

決定および業務執行の監督等を行っております。
2)取締役会の諮問機関として、社外取締役・社外監査役などで構成される「取締役指名委員会」および「報酬委員会」を設置して、各取締役の

評価・選任および報酬額等の内容に係る方針につき提言・助言を求めております。
3)グループの業務運営管理を円滑かつ効率的に行うため、各統括本部ごとに「統括本部会議」を設置して、原則月１回以上開催し、経営の

全般的執行に関する意思決定を機動的に行っております。
各「統括本部会議」の決定事項は、「取締役会」に必要に応じて報告されております。

4)代表取締役の諮問機関として、社外取締役・監査役などで構成される「アドバイザリー・コミッティー」を設置して、当社およびグループの
業務執行の有効性、財務の信頼性等に関する幅広い助言を求めております。

5)代表取締役の諮問機関として、常勤取締役などで構成される「執行役員評価委員会」を設置して、当社執行役員の評価等に関する
幅広い助言を求めております。

6)「執行役員制」導入による権限委譲等により、取締役会の方針・戦略・監督のもと、各グループおよび各担当部門における業務執行の
迅速化・効率化を図っております。

7)「中期経営計画」を策定し、中期的な基本戦略、経営目標を明確化するとともに、各年度毎の「利益計画」に基づき、目標達成のための
具体的な諸施策を実行しております。

(５)企業集団における業務の適正を確保するための体制
1)主要なグループの非常勤取締役または非常勤監査役に、原則として当社役員または使用人が１名以上就任し、各社の業務執行の適正性を

監視・監督しつつ、グループ全体でのリスク管理およびコンプライアンス体制強化を図っております。
2)グループ管理体制については、グループ管理の担当部署を置き、社内規程に基づき、各グループの特性、状況に応じて必要な管理・

指導を行っております。
3)コンプライアンス・リスク管理・情報管理等に関しては、グループ共通の関連諸規程を整備するとともに、「リスク／コンプライアンス委員会」

および内部統制担当部門が中心となって、グループ全体のコンプライアンス意識の醸成、全社的視点からのリスクマネジメント体制の確立を
図っております。

４)各グループは、毎月１回定例で開催される「グループ月次報告会」にて利益計画の進捗等の報告を行なっております。

(６)財務報告の信頼性を確保するための体制
1)財務報告に係る信頼性を確保するため、関連諸規程の整備や金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適正な提出のために

必要な内部統制システムを構築しております。
2)内部統制システムが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商品取引法および

関係法令等との適合性を確保します。

(７)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項およびその使用人の取締役からの
独立性に関する事項

1)監査役会が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとしております。
2)監査役会の職務を補助する使用人の任命・異動等人事に関する事項については、事前に監査役の同意を得たうえで行うものとし、

監査役の指揮命令のもと業務を行い、当該使用人の取締役からの独立性を確保いたします。

(８)取締役・使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

1)当社およびグループの取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、または発生する恐れがあるとき、役職員による
違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、速やかに監査役会に
報告するものといたします。

2)監査役は、定例重要会議への出席または不定期の会議等において、経営の状態、事業遂行の状況、財務の状況、内部監査の実施状況、
リスク管理およびコンプライアンスの状況等の報告を受けるものとしております。

3)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制監査役への報告を行った当社
およびグループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社およびグループの
役職員に対して周知徹底しております。

4)当社の監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務の執行について生ずる費用等については、事業年度ごとに一定額の予算を設けております。
また、監査役は、職務の執行に必要な費用を、会社に請求することができ、会社は当該請求に基づき支払いを行っております。
また、監査役は、必要に応じて、会計監査人・弁護士に相談することができ、その費用は会社が負担するものとしております。

(９)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)監査役は、重要な意思決定および業務の執行状況を把握するために、取締役会など重要な会議に出席するとともに、議事録、稟議書

その他重要な業務執行に関する文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができる体制を採っております。
2)監査役（会）は、会計監査人・内部統制担当部門・内部監査担当部門およびグループの監査部門と監査上の

重要課題等について意見・情報交換をし、互いに連携してグループ内部統制状況を監視しております。

（注)「会社法の一部を改正する法律」（平成26年法律第90号）および「会社法施行規則等の一部を改正する省令」（平成27年法務省令第６号）が
平成27年５月１日に施行されたことに伴い、平成27年５月12日および平成27年６月16日開催の当社取締役会の決議により内容を一部改定してお
り、上記の基本方針は当該改正がなされた後のものです。
なお、改定内容は、当社グループの業務の適正を確保するための体制および監査に関する体制について当社グループの現状に即した見直しお
よび法令の改正に合わせて具体的かつ明確な表現への変更をしたものであります。

＜反社会的な勢力排除に向けた整備状況＞

（１）「タカラトミーグループ行動基準」に「反社会的行為への関与禁止」を明示し、全役職員に周知徹底しております。

（２）反社会的勢力対応部署を定め、社内体制の整備、反社会的勢力に関する情報の一元的管理・蓄積、
対応マニュアルの整備等により、反社会的勢力との関係を遮断するための取り組みを実施しております。

（３）地元警察署、顧問弁護士、関係団体等と連携し、有事の際の協力体制を構築しております。

（４）コンプライアンス研修等の機会を通じて、反社会的勢力排除に向けた啓発活動を実施してまいります。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

該当項目に関する補足説明

買収防衛策の導入の有無 あり

＜当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の概要＞

当社は、平成25年６月26日開催の当社第62回定時株主総会において株主の皆様の承認を受け、当社株式の大規模買付行為等への対応方針
（以下「本対応方針」といいます）を継続いたしました。本対応方針は、有事の際に新株予約権の無償割当て（以下「対抗措置」といいます）を行う
ことができる事前警告型ライツプランであり、具体的内容は以下のとおりです。

１．本対応方針の概要 

本対応方針の概要は以下に記載するとおりですが、本対応方針の詳細については、当社ホームページ掲載の平成25年５月14日付けプレスリリ
ース「当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収防衛策）の継続に関するお知らせ」をご覧下さい。 
（参考URL：http://www.takaratomy.co.jp/release/index.html）

(1)当社が発行者である株券等が20％以上となる買付け等（以下「大規模買付行為等」といいます）を行おうとする者（以下「買付者」といいます）
は、事前に当該大規模買付行為等に関する情報を当社に対して提供していただきます。
(2)当社取締役会は、有事に際し、特別委員会を設置します。特別委員会は、当社取締役会に対し、企図されている大規模買付行為等の

内容に対する意見や根拠資料、これに対する代替案等を提出するよう求めることがあります。
(3)特別委員会は、買付者や当社取締役会から情報を受領した後、当社取締役会からの付議を受けて、当社取締役会が当該大規模買付

行為等にかかる買付内容を検討するに必要な情報のすべてが記載された書面による提案を受領した時から起算して、原則として 長
60営業日以内に、買付内容の評価・検討を行い、買付者に対して対抗措置を発動すべきか否かを判断し、当社取締役会に対し勧告を
行います（なお、特別委員会は、その勧告において対抗措置の発動に関して当社株主総会の承認決議を経るべき旨の留保を付すること
ができます）。特別委員会は、必要と判断する場合には、独立した外部専門家等の助言を得ることができます。また、当社取締役会は、
買付者との交渉、株主に対する情報開示等を行います。

(4)当社取締役会は、特別委員会の勧告を 大限尊重し、 終的に対抗措置を発動するか否かの決議を行うものとします。なお、当社
取締役会は、特別委員会がその勧告において対抗措置の発動に関して当社株主総会の承認決議を経るべき旨の留保を付した場合、
原則として、実務上可能な限り速やかに当社株主総会を招集し、対抗措置の発動に関する議案を付議するものとします。この場合、
当社取締役会は、当該株主総会の決議に従い、対抗措置の発動・不発動に関する決議を行うものとします。

(5)買付者が、本対応方針に定める手続を遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益を明白に侵害すると認められる場合で、
かつ、対抗措置を発動することが相当と認められる場合には、当社は、特別委員会の判断を経た上、対抗措置の発動を決定することが
できます。

(6)対抗措置を発動する場合に株主の皆様に割り当てられる新株予約権には、買付者等一定の者（以下「非適格者」といいます）による権利
行使は認められない旨の行使条件、および当社が非適格者以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の
取得条項を付することができます。これにより、非適格者以外の株主に対して当社株式が交付された場合には、当該非適格者の有する
当社株式の議決権割合は希釈化されることとなります。

２．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、「われらの優良な商品で世界の市場をにぎわせよう。」、「誠意と努力は他を益し自己の幸福の基となる。」を創業理念とし掲げ、創業以
来、「製品の安全品質」はもちろん「遊びの品質」においてもより優良なものを子供たちに提供し、「健全な子供文化の育成」に努めてまいりまし
た。お蔭様でお客様の多大な信頼を受け、プラレール、トミカ、リカちゃん、チョロQなど多数の商品が世代間を越えたロングセラー商品として当社
の貴重な財産となっております。当社の創業理念は、会社の根幹を成すものであり、当社のみならず当社グループにおいて脈々と引き継がれて
います。創業理念の実現に向かって進むべき羅針盤として、次の企業理念を定めました。

「すべての『夢』の実現のために 
こどもたちの『夢』の実現のために 
わたしたちの『夢』の実現のために 
株主の『夢』の実現のために 
パートナーの『夢』の実現のために 
社会の『夢』の実現のために 
わたしたちは新しい遊びの価値を創造します。」 

「すべての『夢』の実現のために」に向けた当社グループの行動が、将来に向かって当社の企業価値を 大化するものであり、それが、株主価値
の 大化に繋がるものであると考えています。当社グループでは、今後も新しい遊びの価値の創造や製品品質の向上を図り、将来を担う子供た
ちのために「健全な子供文化の育成」を当社の使命として真摯に受け止め、その実現により「タカラトミー」ブランド価値の更なる向上を推進してお
ります。「タカラトミー」ブランドを光り輝かせるブランド価値経営は、すべてのステークホルダーの方々の「夢」の実現を可能にするものであると確
信しております。そのため、当社株式を大量に買い付ける提案を受けた場合には、その買付けが、ステークホルダーの方々の共感を得て脈々と
引き継がれてきた当社の創業理念や企業理念、当社および当社グループの企業価値ひいては株主の皆様共同の利益に及ぼす影響を適切・的
確に判断するために当該買付者の提案する事業計画の内容とその実現可能性・適法性、当社のステークホルダーに与える影響、当社および当
社グループの企業価値に及ぼす影響、さらには、当社の将来計画への影響を十分に把握して判断する必要があります。 

当社取締役会は、上記要素に鑑みて、当社の企業価値および株主の皆様共同の利益の確保・向上に資さない当社株式の大規模な取得行為や
買収提案を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適切ではないと考えています。 

３． 基本方針の実現に資する特別な取組みおよび本対応方針についての取締役会の判断及びその理由

(1)基本方針の実現に資する特別な取組みについて 



２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の「中長期経営戦略」、「コーポレートガバナンスの強化」等の各施策は、当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益を確保し、向上させ
ることを直接の目的とするものであり、基本方針の実現に資するものです。 

従って、当社取締役会は、当該取組みが、基本方針に沿うものであり、当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益を損ない、または当社の
会
社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。 

(2)本対応方針について 
本対応方針は、(イ)株主および投資家の皆様並びに買付者の予見可能性を高め、株主の皆様に適正な選択の機会を確保するため、事前の開

示
がなされていること、(ロ)本対応方針による買収防衛策の導入に関して、本定時株主総会において株主の皆様のご承認を得ているため、本対応
方針の発効について株主の皆様の意思が反映されており、また、当社株主総会において本対応方針を廃止する旨の議案が承認された場合には
本対応方針はその時点で廃止されるものとしているため、本対応方針の存続も株主の皆様の意思に係らしめられていること、(ハ)本対応方針に
定める対抗措置の発動または不発動等に関する当社取締役の恣意的な判断を排除するため、有事に当社の業務執行を行う経営陣から独立し
た当社社外取締役および社外監査役によって構成される特別委員会を設置することとし、その客観的な判断を 大限に尊重して本対応方針に定
める対抗措置の発動・不発動を決定するものとされていること、(ニ)特別委員会がその勧告において対抗措置の発動に関して当社株主総会の承
認決議を経るべき旨の留保を付した場合、当社取締役会は、当社株主総会を招集し、その決議に従って対抗措置の発動・不発動に関する決議を
行うものとされていることから、対抗措置の発動・不発動についても株主の皆様の意思が反映され得ること、(ホ)合理的な客観的要件が充足され
なければ対抗措置を発動することができないようにされていること等から、当社取締役会は、本対応方針が、基本方針に沿うものであり、当社の
企業価値ないし株主の皆様共同の利益を損ない、または当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

＜適時開示体制の概要＞

１．情報開示の基準

当社は、株主・投資家に対して当社グループに対する理解を促進し、適正な評価に資するため、金融商品取引法および東京証券取引所の定める
「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」（以下「適時開示規則」という）に沿って、情報開示を行っております。

２．会社情報の適時開示に係る社内体制

(１)内部情報の管理
1)内部情報の管理責任者として情報取扱責任者をおき、情報の社内外への漏洩の防止に必要な措置をとるものとしております。
2)情報の集約と管理は、連結管理本部長が行っております。
3)連結管理本部長が当社および当社のグループ会社の内部情報を入手した場合、これを公表すべきかどうかは統括本部会議において

決定いたします。ただし、緊急の場合は代表取締役または代表取締役が指名した者がこれを決定することができるものとしています。

(２)適時開示方法
当社は金融商品取引法及び東京証券取引所の定める適時開示規則に沿った情報その他重要な情報について、東京証券取引所の提供する
TDNet（適時開示情報開示システム）に迅速に登録いたします。登録した情報は、情報開示の「適時性」「公平性」の観点から、当社ホームページ
上でも迅速に公開いたします。 
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